
 

 

 

 

ともに想い ともに創る  

ずっと大好きなまち“あま” 

 

 

第２次あま市総合計画（素案） 
概要版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
愛知県 あま市



1 

 

１ 計画策定の背景 
 

あま市では、平成 24 年３月に第１次あま市総合計画を策定し、「人・歴史・自然が綾なすセ

ーフティー共創都市“あま”」を市の将来像に掲げ、その実現に向けた施策の推進に市民と共に

取り組んできました。このような中、現行の計画策定から 10 年が経過した現在、あま市を取り

巻く社会情勢は変化しており、地域特性や市民ニーズ、財政状況などに応じた意思決定がます

ます重要となっています。 

こうしたことから、あま市の様々な歴史的・文化的資源をはじめとする地域資源を活用し、

市民との協働により個性的で夢のあるまちづくりを進めるため、第１次あま市総合計画の方向

性を踏襲し、新しいまちづくりの指針となる「第２次あま市総合計画」を策定します。 

 

２ 計画の期間と構成 
 

あま市総合計画は、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」から構成されます。それぞれ

の役割と計画期間は次のとおりです。 

 

【基本構想】 
まちづくりの理念と目指すべき将来像、それを実現するための基本目標や施策の大綱を定

めます。 

【基本計画】 
基本構想を実現するための分野ごとの基本方針や、主要な施策、達成すべき目標を定めま

す。 

【実施計画】 
基本計画で定めた施策について、行財政などに配慮しつつ、具体的な事業を課や係が実施

するための計画として示します。 

 

          

          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

・ 

     

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11 年度 令和 12年度 令和 13年度 

基本構想 
（10年間） 

前期基本計画 
（５年間） 

後期基本計画 
（５年間） 

実施計画(３年間の計画で毎年見直し) 
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３ 将来像 
 

将来像は 10 年後のあま市の目指すべき都市像であり、その実現に向かって、市民をはじめ、

あま市に関わる全ての人と行政が目標を共有してまちづくりを進めるために定めるものです。  

あま市の将来像「ともに想い ともに創る ずっと大好きなまち“あま”」は、あま市に関わ

る全ての人が、それぞれの多様性を認め合い（共想）、多様な主体が一緒になってまちづくり

（共創）を進めていくことにより、全ての人にとって“あま市”がずっと大好きなまちでいら

れるよう願いを込めました。 

共想と共創のまちづくりを進めていくことで、現在から次代にわたって無限大の可能性に満

ちたまち“あま”を共に目指します。 

 

 

 

 

ともに想い ともに創る  

ずっと大好きなまち“あま” 
 

４ 基本理念  
  

基本理念は、将来像の実現に向け、まちづくりを進めていく上で、各施策の分野に共通する

基本的な姿勢や視点となるものです。  

  

（１）地域の力を結集する共創のまちづくり 【共  創】 
  

（２）持続可能な魅力・活力あるまちづくり 【持続可能】 

 

（３）次代につなぐまちづくり       【次 代 へ】 

 

 

５ 人口フレーム  
  

目標年次 令和 13（2031）年における、あま市の人口フレームは、 

                90,000人と設定します。 

あま市の将来像 
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６ 土地利用計画 

   
今後 10 年間の新しいあま市のまちづくりにおいては、これまで各地域で培われてきた歴史、

文化、自然、産業などの多様な地域資源を大切に育み、活かしながら、各地域の交流・連携に

より、それぞれの地域の特色ある個性を活かし、地域の社会的・経済的条件、歴史的・文化的

条件などに配慮することで、一体感のある土地利用を目指します。 

 

●土地利用方針 

 
あま市の将来像の実現に向け、土地利用区分として、「住宅地」、「駅前商業地」、「住商共存

地」、「沿道複合利用地」、「工業地」、「住居系土地利用誘導候補地」、「既存工業地・産業誘導候

補地・産業誘導ゾーン」、「沿道サービスゾーン」、「自然環境・レクリエーション地」、「農地・

集落地」、「農地・集落地（駅周辺、主要な幹線道路沿道等）」を設定し、土地利用を図ります。 

また、市全体からみた種々の優位性を踏まえ、人口や産業の動向を十分踏まえたうえで、土

地利用施策（市街化区域拡大の検討を含む）を重点化するエリアとして、「街なか居住拠点」や

「防災・交流拠点」を設定し、土地利用を図ります。 
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７ 施策の体系 
 
 

将来 

像 
 基本 

理念 
 

 

基本 

目標 
施策の大綱 

と
も
に
想
い 

と
も
に
創
る 

ず
っ
と
大
好
き
な
ま
ち
“
あ
ま
” 

地域の力を 

結集する 

共創の 

まちづくり 

 

【共 創】 

 

 

 

 

 

 

持続可能な 

魅力・ 

活力ある 

まちづくり 

 

【持続可能】 

 

 

 

 

 

 

次代につなぐ 

まちづくり 

 

【次代へ】 

Ⅰ 

安全で安心に 

暮らせるまち  

施策１ 防災対策の充実により安全が確保

されたまちをつくります 

施策２ 防犯・交通安全が充実した安心し

て暮らせるまちをつくります 

Ⅱ 

都市基盤と 

環境が整った 

快適なまち 

施策１ 都市基盤が整った快適なまちをつ

くります 

施策２ 環境を守り、潤いある美しいまち

をつくります 

Ⅲ 

心身ともに 

健康に 

暮らせるまち 

施策１ 健康づくりを支えるまちをつくり

ます 

施策２ 市民力を活用した地域共生社会を

実現するまちをつくります 

施策３ いきいきと学び続けられる環境が

整ったまちをつくります 

Ⅳ 

次代を担う人を 

大切に 

育てるまち 

施策１ 子育て環境の整ったまちをつくり

ます 

施策２ 教育環境の整ったまちをつくりま

す 

Ⅴ 

自らの力で 

歩み続ける 

活力のあるまち 

施策１ 地域産業を活性し賑わいと活力あ

るまちをつくります 

施策２ 歴史・文化遺産を活用し、郷土に

誇りが持てるまちをつくります 

Ⅵ 

持続可能な 

行政経営を 

推進するまち 

施策１ 持続的な行財政改革を推進するま

ちをつくります 

施策２ 広報・広聴の充実したまちをつく

ります 

Ⅶ 

交流と連携に 

より成長する 

まち 

施策１ 市民と育てる協働のまちをつくり

ます 

施策２ お互いの人権を認め合うまちをつ

くります 

施策３ 多様な主体の交流による賑わいと

活力あるまちをつくります 
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８ 基本目標と施策の大綱 
 

 将来像及び基本理念を実現するため、７つの分野別に、まちづくりの目標である「基本目標」

を定めます。 

基本目標Ⅰ 安全で安心に暮らせるまち 

施策１  

防災対策の充実により安全が

確保されたまちをつくります 

消防・救急体制、防災対策の強化により、災害に強い

安全なまちづくりを推進します。 

また、安全・安心の実現に向けて、市民、市民活動団

体、事業者、学校と連携・協働して取り組むことができ

るまちづくりに努めます。 

施策２  

防犯・交通安全対策が充実し

た安心して暮らせるまちをつ

くります 

防犯や交通安全、消費生活への市民の意識を高めると

ともに、市民参加による防犯・交通安全活動などを通じ

て、安全で、安心して暮らせる環境の実現を目指しま

す。 

  

基本目標Ⅱ 都市基盤と環境が整った快適なまち 

施策１  

都市基盤が整った快適なまち

をつくります 

地域の特性を活かしつつ、自然環境にも配慮した計画

的な土地利用を進めます。あわせて、誰もが安全で快適

に移動できるよう、公共交通の充実を図るとともに、都

市計画道路や生活道路の計画的な整備と適切な維持管理

により、将来にわたって安全で快適な交通網の整備を図

ります。また、上下水道事業の充実などによる生活環境

の向上を図ります。 

施策２  

環境を守り、潤いある美しい

まちをつくります 

自然環境や生態系の保全、地球温暖化対策の推進のた

め、環境学習や啓発活動の充実により、市民の主体的か

つ日常的な取り組みを促進します。また、分別排出やリ

サイクルの充実などによる循環型社会の形成への取り組

み、公害防止対策や新エネルギーの普及促進に努めま

す。 
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基本目標Ⅲ 心身ともに健康に暮らせるまち 

施策１  

健康づくりを支えるまちをつ

くります 

すべての市民が自らの健康についての自覚を深め、継

続的で主体的な健康づくりに取り組めるよう支援しま

す。また、各種保健サービスの充実や情報提供などによ

る健康づくりへの支援、市民病院をはじめとする地域医

療体制の充実を図ります。 

施策２  

市民力を活用した地域共生社

会を実現するまちをつくりま

す 

全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り高め

合う地域共生社会を実現するため、あらゆる市民が役割

を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コ

ミュニティを育成し、公的な福祉サービスと連携して助

け合いながら暮らすことのできる仕組みづくりを進めま

す。また、社会保障制度の適切な運用による支援を行い

ます。 

施策３  

いきいきと学び続けられる環

境が整ったまちをつくります 

市民が、生涯にわたり学習やスポーツ活動に取り組む

ことができるよう、活動拠点の整備・充実、多様な学習

機会の確保などを図り、心身ともに健康で活力あふれる

市民生活を支援します。 

 

基本目標Ⅳ 次代を担う人を大切に育てるまち 

施策１  

子育て環境の整ったまちをつ

くります 

子育て家庭のニーズに応じた福祉サービスなどの充実

を図ることにより、安心して妊娠・出産・子育てができ

る環境づくり、ひとり親家庭への支援を行います。ま

た、子どもの遊び場づくりなど、子どもの健全な成長の

ための支援及び環境づくりに努めます。 

施策２  

教育環境の整ったまちをつく

ります 

子どもたち（あまっ子）の生きる力を育み、時代や地

域特性にも即した特色ある教育を実践するとともに、安

全な学習環境の整備を推進し、学校教育の充実を図りま

す。また、学校・家庭・地域の教育力の向上と連携強化

により、青少年の健全育成活動の展開を図り、次世代を

育む教育などの充実に努めます。 
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基本目標Ⅴ 自らの力で歩み続ける、活力あるまち 

施策１  

地域産業を活性し賑わいと活

力あるまちをつくります 

商工業、農業、観光など各産業の振興や積極的な新産

業や企業の誘致により、地域産業の活性化を図るととも

に、七宝焼などの地域を代表する地場産業の活用と新産

業との連携により、地域のブランド力の向上を図りま

す。また、雇用機会の創出や就業環境の整備など、勤労

者福祉の充実に努めます。 

施策２  

歴史・文化遺産を活用し、郷

土に誇りが持てるまちをつく

ります 

地域の歴史と伝統文化に関心を持ち、大切に継承して

いくことができるよう、市民と一体となって保全・活用

に取り組みます。また、市民が芸術や文化に親しみ、よ

り主体的に地域の歴史文化を学べる環境づくりに努めま

す。 

 

基本目標Ⅵ 持続可能な行政経営を推進するまち 

施策１  

持続的な行財政改革を推進す

るまちをつくります 

事務事業の改善と効率化、健全な財政運営など、持続

的な行財政改革に努め、効果的で効率的な行財政運営を

進めます。また、周辺自治体との連携により、広域的な

行政展開に努めます。 

施策２  

広報・広聴の充実したまちを

つくります 

市民への情報提供・情報公開の推進や市外への情報発

信の充実などにより、広報・広聴の充実したまちづくり

を進めます。また、転入者や滞在・交流人口の増加に向

けて、シティプロモーションを推進することにより、本

市のイメージアップに努めます。 
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基本目標Ⅶ 交流と連携により成長するまち 

施策１  

市民と育てる協働のまちをつ

くります 

多様な主体が、それぞれの強みを生かして連携し、地

域課題の解決をはじめ、地域の個性を生かした魅力的な

まちづくり、担い手の育成、参加しやすい協働のまちづ

くりを進めます。 

施策２  

お互いの人権を認め合うまち

をつくります 

すべての市民がお互いを尊重し、思いやりの心にあふ

れた、自由かつ平等で公正な社会の実現を目指し、人権

教育や啓発、相談事業などの充実に努めます。同時に、

男女共同参画の考え方による施策の推進に努めます。 

 

施策３  

多様な主体の交流による賑わ

いと活力あるまちをつくりま

す 

地域組織間のネットワーク化、地域文化交流イベント

の開催、国際交流・国際教育の推進など、地域の活力を

高める多様な交流の促進に努めます。 

 


